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日越ビジネスを強化したいと意気込むハイ氏 

 

 

新エネルギーとして世界で注目を集める太陽電池素材を扱う商社「株式会社アジア・ニ

ュー・パワー」。ハノイ出身で工学博士の資格を持つ同社代表取締役のディン・ゴック・ハ

イ氏が 2006 年 10 月、同社を東京に設立して、太陽電池素材を柱に事業をスタートさせた。

現在では太陽電池に加え、日越関係のより緊密な連携を目標に、日本の技術をベトナムの

インフラ開発等で活用するビジネス戦略も描く。日本、ベトナムを軸に商社、インフラ投

資ビジネスで長期戦略を描くハイ氏に今後の目標を聞いた。 

 

 

【太陽電池事業】 

 ハイ氏はハノイ工科大学（環境工学）を卒業

後、ハノイ市で外国企業の投資や工業団地開発

に携わった。大学では環境工学とともに日本語

も専攻し、いつかは日本で働きたいと考えてい

たという。その後、ハノイ市勤務の時期に日本

留学のチャンスがめぐり、夢が実現し来日した。

日本では埼玉大学で環境工学を学び、博士号を

取得、環境系の日本企業での勤務を経験した後、

2006 年に同社を設立した。 

 

太陽電池製造過程は、①ポリシリコン原料

②インゴット製造③インゴット角加工④スライス加工⑤ソーラーセル⑥ソーラーモジュー

ル⑦太陽光発電システム、となって建物の上に取り付けられる。同社が扱うのは、ポリシ

リコンやセルといった原材料や製品。こうした原材料などは、太陽電池業界でトップ集団

に入るドイツや米国のメーカーから輸入と、日本からも多くを調達するという。一方の輸

出は、太陽電池の市場ニーズの高い韓国、台湾、中国。日本に輸入した原材料などを各メ

ーカーが加工して製品にし、その後、同社が現地販売先に輸出する。最近では中国で低価

格帯で太陽電池が製造されるようになっているが、ハイ氏は「品質の面から言えば中国な

どはまだ日本やドイツなどよりも落ちる。高い品質の製品の需要は引き続き求められてい

くと考えている」と話す。 

１．インタビュー   

株式会社アジア・ニュー・パワー ディン ゴック ハイ氏 

      ～ベトナムのインフラ投資で日本の技術を紹介したい～ 

執筆：みずほ銀行国際営業部 
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同社社員らと 

だが一昨年前のリーマン・ショ

ックで太陽電池業界は大きな影

響を受け、太陽電池の原材料価格

はショック前の 2 割までに落ち込

んだ。ハイ氏は「例えば、ポリシ

リコンがリーマン・ショック以前

は 1kg450 ドルであったがそれが

今では 50 ドルになっている」と

話し、昨年の太陽電池産業の低迷

の影響が今でも続いていると説

明する。だがハイ氏は「昨年は大

変だったが、最近になって景気も

ようやく回復してきている。中国で規制の動きがあり輸入の制限を始めたが、環境ビジネ

スは今後も世界的に成 長していく産業であり、引き続きこの事業は強化していきたい」

と話す。 

 

【ベトナムでの事業拡大】 

 もう１つ同社が強化するのが、ハイ氏の母国ベトナムでの事業である。同社はハノイに

すでに事務所も構え、これまでもベトナム不動産、M&A などの事業には関わっていた。ま

たプラスチック事業も行っており、日本人に馴染みの深いレジ袋もベトナムのハイズォン

省にある工業団地で製造している。日本からプラスチック原料をベトナムへ輸出し、レジ

袋に加工して日本へ輸出するという貿易加工ビジネスも手掛けている。 

 最近ではこうした事業に加え、ベトナムの経済成長を背景にしたインフラ開発事業への

参入も果たしつつあるという。ベトナムはリーマン・ショックの影響をいったんは受けた

とはいえ、ハノイやホーチミンでは複合高層ビル建設やインフラ建設が進み、こうした建

設プロジェクトは韓国や台湾企業などが受注している姿が目立っている。ハイ氏は、日本

は世界最高水準の技術力を誇るが、まだベトナムでの存在感は限定的だと話し、こうした

ベトナムのインフラ事業で日本企業の高い技術力をもっと生かしたいと考える。そして、

日本企業と不動産開発など展開する有名なベトナム企業グループとのマッチングビジネス

などを展開させている。最近では数百メートル級のビル建設が計画されており、日本企業

に参加を求めてきたりと具体的な案件が上がってきた。こうした成果は、ハイ氏が長年日

本で築いてきた人脈があってこそ。ハイ氏は「ベトナムの成長のスピードと比べて日本の

景気は低迷している。だが、日本企業の技術力をもっとベトナムの地下鉄、電力、新都市

開発などで生かしてもらえれば、両国にとって相乗効果は大きい」と話す。 

 また太陽電池事業でも、市場としてのベトナムはまだ時期尚早であるが、原材料リサイ

クル事業も将来的には視野に入れているという。 

従業員 10 人の小さな会社ではあるが、日越関係の一層のつながりを深めようと尐しずつ

将来への足がかりを築いている。 
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同社の取り扱い商品         

出所：同社提供        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社アジア・ニュー・パワー 

Tel：03-5207-6785  E-mail: info@asianewpower.com 

 

（みずほ銀行国際営業部国際アドバイザリーチーム調査役 小原綾子） 

 

 

 

２．ベトナム投資 Q&A 

本コーナーでは、ベトナム投資に関してお客さまからよくいただくご質問について Q&A方

式でご紹介します。 

執筆：株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

 

Q： ベトナムで外国人が働くには労働許可証を取得しなければならないと聞いたが、短期

の就労でも必要なのだろうか。 

 

A： 3ヵ月以下の就労であれば必要ない。しかし、事前に管轄労働局に通知する必要がある。 

 

Vol.12(2009年12月号)で、ベトナムに就労する外国人の労働許可証（以下、WPという）免

除の対象についての概要を説明したが、その後、多くの日系企業からWP免除に関して具体
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的なケースに即した質問があった。そこで、今回は外国人のWP免除に関して再度詳しく説

明したい。 

 

1.  WP ─ ⌐≈™≡ 

ベトナムに就労する外国人労働者の雇用及び管理に関する政令34/2008/ND-CP（以下、政

令34という）第9条1項によると、以下の者はWP取得を免除される。 

 

a) 3 ヵ月以下の就労でベトナムに入国する外国人労働者 

b) 2 人以上有限会社のメンバーである外国人 

c) 1 人有限会社の所有者である外国人 

d) 株式会社の取締役会のメンバーである外国人 

e) サービスの営業目的でベトナムに入国する外国人労働者 

f) 緊急対応のためにベトナムに入国する外国人労働者 

g) 法務省からベトナムにおける弁護士実施許可証を発行された外国人弁護士 

 

そのうち、問い合わせの多い上記のa及びbに関して詳しく説明すると、a は、年間の総滞

在期間が3ヵ月下であっても、ベトナムにおける任命期間や労働契約期間が3ヵ月以上であ

れば、WPを取得しなければならない。b に関しては、「メンバー」の解釈についてよく質

問を受ける。統一企業法によると2人以上有限会社のメンバーは、個人でも組織でも認めら

れるが、WP免除の対象になるのは個人だけである。メンバーである組織から派遣された代

表者は、WPを取得しなければならない。 

 

2.  ⌐≈™≡ 

上記対象者は WP の取得は不要であるが、その者が就労する企業は、管轄の労働局に本

人の情報（氏名、年齢、国籍、パスポート番号、就労開始日と終了日、担当職務内容）を、

本人の就労開始日の 7 日前 
1に下記の書類と共に報告しなければならない2。 

 

a) 労働者が居住する国の権限機関による無犯罪履歴証明書。外国人がベトナムに 6 ヵ月以

上滞在する場合は、ベトナムの管轄法務局から発行される証明書でもよい。 

b) 労働省が規定する書式による外国人の履歴書 

c) 外国で発行された、或いはベトナムの保健省の規定により発行された健康診断書。 

d) 外国人の専門・技術レベルに関する大学卒業証明書、或いは大学院卒業証明書のコピー。

伝統職業の職人である、又は業務、生産指導及び管理において経験を有する者であるが、

関連する資格及び証明書を有しない外国人の場合、本人が国籍を有する国の権限機関に

承認された 5 年以上の実務経験証明書。 

 

但し、実際には、上記の通り実施しても労働局から何の証明書も発行されず、また書類

                                                   
1 上記のｆ）の対象者の場合、就労開始日から 30 日間以内に報告しなければならない。 

2 政令 34 の 9 条 6 項 
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（特に aと d）の準備にかなり時間がかかるため、上記の通知手続はほとんど実施されてい

ない。しかし、近年 3 ヵ月以内の期間でベトナムに就労する外国人労働者が増加しており、

ベトナム政府の外国人労働者の管理上、問題になってきている。そのため、ベトナム労働

省は、2009 年 9 月 9 日付で外国人労働者の検査強化に関するオフィスレター第

3353/LņTBXH-VL 号を発行し、今後は管轄機関が全面的かつ厳密に検査を行うと発表した。

規定違反が発見された場合、程度に応じて行政処分や刑事訴追を受け、場合によっては国

外に追放される可能性もあるため3、上記の通知手続を行うことを勧める。 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

Ta Huong Ly（タ フォン リー） 日本語対応可 

電話 ＋84（04）2220 0334 E- mail ：huong.ly@scs- vbp.com 

 

 

 

 

３．人事･労務「人材流出・賃金交渉防止へのアプローチ」 

人材確保やストライキの発生など人事・労務への取り組みがベトナムに進出した日系企業

にとって大きな課題となっています。本コーナーでは、具体的にどのような取り組みを考

えればいいかについてご紹介します。 

執筆：株式会社アクティブリッジ 

 

今年は 2 月 14 日（日）がテト（旧正月）ですが、ベトナムでは、毎年この時期に人材の

流出や賃金・賞与交渉が盛んになります。以前は、北部から南部へのいわゆる「出稼ぎ労

働者」が多く、テトで北部に帰ったきり戻ってこないなどの人材の流出が大きな問題とな

っていたようですが、近年では北部での進出企業がさらに増えたため、賃金・賞与交渉の

日本人担当者の頭を悩ませているようです。 

ベトナムでは、賞与は基本的に年に一度（年末～テト前）、給与 1 カ月分の支給が通例と

なっています（契約時には、この賞与が 1 年間の給与に含まれますので注意が必要です）。

しかし、近年の賃金の大幅な上昇に加え、「とりあえず交渉してみる」というベトナム人の

一般的な特性も相まって、テト前の賞与に関する交渉も多いようです。こうした問題に対

し、ベトナムに進出した日系企業は、どのような対策を行っているのでしょうか。 

  

 ベトナム人の会社への帰属意識に関して日本人赴任者に伺うと、「非常に高い」、「まった

く見受けられない」という正反対の意見が出てきます。 

 一般的に、ベトナム人マネージャーや技術者は帰属意識が低いと言われます。これは、

ベトナムではまだ高度人材の人口が尐ないため、引き抜きが多いことが背景にあります（一

昨年のリーマンショック以降は引き抜く体力のある企業が尐なく、ジョブホッピングは全

体的に尐ない傾向にありました）。 

                                                   
3 政令 34 の 14 条 2、3 項 

mailto:huong.ly@scs-vbp.com
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しかし、ベトナム人は基本的に帰属意識が他国に比べ高い方だといえます。以前も記し

ましたが、社長を交えた集合写真や顔写真入りの出勤表を貼り出しておくなど、「企業＝家

族」の概念を浸透させて「親近感」及び「会社から抜け出しにくい状況」を作り出すこと

で、人材流出や賃金交渉の防止へとつながる日系企業がよく見られます。 

 

 ベトナム進出 10年以上の日系企業では、社長の氏名はもちろんのこと、生年月日や好き

な食べ物まで、ワーカークラスのベトナム人は皆知っています。また、別の企業（操業３

年）の社長は毎週末、異なるベトナム人マネージャーとその家族を家に呼び、「感謝会」を

開いています。 

 上記のような企業では、普段の賃金交渉はおろか、テト前の賞与交渉も起こっていませ

ん（ちなみに、給与が他の企業より特別高いわけでもありません）。 

  

社長自らベトナム人従業員に歩み寄ることはよく提言されることですが、実行できてい

る日系企業は多いとは言えません。自慢できる会社、並びに社長の存在を周りに自慢でき

るかどうかがベトナム人の帰属意識の維持に通じる、ということを念頭に置いたマネジメ

ントを行えば、方法は違えどもベトナムでの成功につながるのではないでしょうか。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社アクティブリッジ ベトナムグローバル人材コンサルティング室 

谷口 正俊 ＋81(03)5774- 1477 E- Mail: info@actibridge.com  

 

 

 

４．ベトナム法務「労働集約型プロジェクトに対する減税措置」 

ベトナムでの事業展開にあたっては、現地特有の法律・規制にもとづく対応が求められま

す。本コーナーでは、ベトナムビジネスにおいてとくに焦点となっている法務問題をご紹

介してまいります。 

執筆：ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所 

 

背景 

2006 年 9 月 22 日付No. 108/2006/Nŉ-CP (以下「Decree 108」) は、2005 年 11 月 29

日の投資法（Law on investment）の多くの規定の実施について規定するものであるが、こ

の Decree108 は、500 から 5000 人の労働者を定期雇用するプロジェクトに一定の投資優遇

措置を、定期雇用労働者が 5000 人以上のプロジェクトにはさらに大きな投資優遇措置を行

うとする。これらの優遇措置の核となるのが法人所得税特別減税措置である。労働集約型

の企業がその雇用労働者数をベースにしたこのような優遇措置を受けるのは稀なことであ

る。 

 

次に、いかなる労働者が Decree108 が定めるò定期ó雇用労働者に該当するのかという ò定

期雇用労働者óの意義が問題となる。この点、Decree108 にいう定期雇用労働者の計算方法
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の 指 針 と な る 2009 年 12 月 3 日 付 の 労 働 傷 病 兵 社 会 問 題 省 の Circular No. 

40/2009/TT-LDTBXH (以下「Circular 40」) が、上記回答を示している。 

 

Circular 40 について 

前述の通り、Circular40 は、Cecree108 にいう定期雇用労働者の数の計算方法を示した

指針であり、2010 年 2 月 1 日から効力が生じる。 

Circular40 は、定期雇用労働者を勤務時間の記録がなされている管理状態の下で働いてい

る労働者と定義し、 (1)３ヵ月を超える期間の雇用契約に基づき働いている労働者（これに

は、社会保険の給付を受けて休職している労働者も含まれる）、 (2) 会社の管理職員、 (3) 共

産党組織または他の社会政治組織の常勤スタッフが含まれるとする。  

 

そして、定期雇用労働者の人数は、月または年の平均を基礎として決定されるが、それ

らは次の公式を用いて計算される。 

 

月の平均定期雇用労働者数＝ 

（該当月の 1 日ごとの定期雇用労働者数の合計人数）÷（当該月の暦日数） 

 

年の平均定期雇用労働者数＝ 

（該当年の毎月の平均定期雇用労働者数の合計人数）÷（該当年の実働月数） 

 

しかし、法人所得税に関する現在の法定書式には、女性労働者、人種的なマイノリティ

ー、障害者、更生した麻薬中毒者及び HIV 患者を雇用している会社についての法人所得税

の特別減税措置しか規定されておらず、この労働集約型プロジェクトに対する法人所得税

特別優遇措置についてはまだ明らかにしなければならない点が残っている。   

 

 

 

【問い合わせ先】 

ケルビン･チア･パートナーシップ法律事務所 

ホーチミン 森 ＋84(91)826 3708 

シンガポール 丸茂 ＋65(96)171 561 
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５．実務に役立つベトナム税務 Q&A  

第 11 回「外国契約税の基礎⑤」 

～ベトナム外国契約税と恒久的施設との関係～ 

執筆：税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 

 

日本法人は、ベトナム子会社との間で技術支援の契約を締結しましたがこの日本法人は、

ベトナムに事務所、支店又は事業を行う一定の場所などがありません。日本法人はこの契

約を実施するため、自己の従業員を派遣してベトナム子会社社員に対する技術指導を行い

ます。 

この日本法人ははベベトトナナムムででどどののよよううなな税税金金をを支支払払わわななけけれればばななりりまませせんんかか。。  

 

ベトナム国内法、No. 134/2008/TT-BTC財務省通達4および関連規則に基づきますと、日

本法人などのベトナム非居住法人は、ベトナム国法人・個人と締結した契約について生じ

た所得に対して、外国契約税（本事例では付加価値税及び法人税をいい、以下総称して「外

国契約税」といいます。）が課税5されます。 

本事例における日本法人の外国契約税の取扱いは次のとおりです。 

 

1． 付加価値税 

 

技術支援のための契約対価は課税対象となりますので、日本法人が取得する契約対価に対

して付加価値税が課税（源泉徴収）されます。 

 

2． 法人税 

 

日本法人の取得する契約対価が課税対象とされ、法人税が課税（源泉徴収）されます。

しかし、日本法人の居住地国である日本とベトナムとの間では、海外投資活動を促進する

ための日越租税条約6が締結されており、この条約に基づけば日本法人は、技術支援の対価

である「事業所得」（同条約第７条）を得ることとなり、一定の条件を満たした場合にのみ、

ベトナム国で課税されることとなります。 

 

その条件7とは、日本法人がベトナムにおいてこの契約を実施するための支店などの恒久

的施設を有する、またはこの恒久的施設を通じて事業を行った場合にのみこの契約の対価

                                                   
4 ベトナムで事業を行う又はベトナムで所得を得る外国法人及び外国個人に対する税務上の取扱いを定め

た 2008 年 12月 31日付ガイドライン（No. 134/2008/TT- BTC財務省通達）をご参照下さい。 
5 源泉徴収の方法によります。 
6 租税条約は、法人税、個人所得税などの直接税についてのみ適用されますので、日越租税条約が適用さ

れますとベトナムで日本法人の納付すべき法人税については軽減又は免除される可能性がありますが、

付加価値税（間接税）は適用対象とはなりません。 
7  日越租税条約第 7 条においては「一方の締約国の企業の利益に対しては、その企業が他方の契約国内に

ある恒久的施設を通じて当該他方の契約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国において

のみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該

他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分

に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる」と規定されている。 
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についてベトナムで課税されることとなります。 

 

「恒久的施設」とは、同条約第5条によりますと「事務の管理の場所、支店などの事業を

行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」を言います。

さらに同条4項において「一方の締約国の企業が他方の締約国内において使用人その他の職

員を通じて役務の提供（コンサルタントの役務の提供を含む。）を行う場合には、このよう

な活動が単一の事業又は複数の関連事業について12ヵ月の間に合計6ヵ月を超える期間行

われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に恒久的施設を有するものとされる」

と規定されています。 

 

従って本事例では、日本法人は、事務所、支店又は事業を行う一定の場所などはないも

のの、この契約を実施するためにベトナム子会社に従業員を派遣し、12ヵ月の間に合計期

間が6ヵ月を超える期間役務提供を行ったと判断された場合には、ベトナム国内法どおりの

法人税が課税されることになります。逆に上記判断がなされない場合、日越租税条約の規

定に基づき、ベトナム国内での法人税は免税となります。 

 

しかし実務上、外国法人がベトナムに「恒久的施設」を有するか否かは、関係する契約

書や活動実態等に応じて個別に判断されていますので、具体的な事例につきましては専門

家にご相談されることをお薦めします。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 東京事務所 

ヴ ティ フオン リン  

＋81‐3‐3541‐6863 E-Mail:v.linh@fairsolution.or.jp（日本語対応可） 

F.S.C. Vietnam., JSC ハノイ事務所 

レ ホアン アイン  

＋84‐4‐39744840 E-Mail:anh.le@fairsolution.vn（日本語対応可） 

＋84‐903253935（携帯電話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.linh@fairsolution.or.jp
mailto:anh.le@fairsolution.vn
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1 月に入りベトナム中央銀行のコントロールにより、ドル・ドンレートは安定していたが、

2 月 11日に 3.25%のドン切り下げを実施した。 

 

2010 年１月に入り、ベトナム中央銀行のコントロールにより、ドル・ドンマーケットは

安定的に推移した( ほぼ 1 ヵ月間 USD = VND17,941で中央銀行レートは推移) 。月末決済用

のドル需要が増加していったにもかかわらず、１月末の USD/VND市中取引レートは徐々に

USD安、VND高に進んだ。( USD = VND18,600（１月 4 日）→USD = VND18,540（1 月 29日）)  

結果、市中取引レートとシーリング・レート（※１）との乖離幅は急激に縮小した。( 乖離

幅：VND121（１月 4 日）→VND61（１月 29 日）) 背景としては、ベトナム政府より指定され

た 7 社の国営企業が市中銀行に預金をしているドル預金残高を金融機関に強制的に売却す

る首相通達（※2）によりドルが市場に供給され、市場のドルがタイトであった状況が若干

緩和することができたと市場参加者は見ている。１月末まで、上記の国営企業が売却した

USDは 4.5 億ドル程度と報道されている。 

 

2 月に入り、日々公表されるベトナム中銀レートは 1 月同様、USD = VND17,941程度で推

移した。他方、市中取引レート前月同様 USD安、VND高に徐々に進んだ。( USD = VND18,540

（2 月１日）→USD1 = VND18,485（2 月 10 日）) 市中取引レートとシーリング・レート（※

１）との乖離幅は VND61（2 月 1 日）から VND6（2 月 10 日）まで縮小した。 

ところが、2 月 10 日夜、ベトナム中央銀行は通達 03/2010/TT- NHNNを発表。内容は、昨

年 11月に続いて、VNDを対 USDで 3.25％切り下げるという内容である。昨年来、為替市場

での USD不足や VNDに対する信認が揺らぐ中、市中取引レートがシーリング・レートを上

回る USD高 VND安で推移しており、シーリングレートと市中取引レートのギャップを埋め

るべく、今回の切り下げに踏み切ったものと考えられている。 

 

【目的】 

USD不足の緩和 

ベトナム中銀レートと市中取引レートの乖離の解消 

USD高 VNDドン安⇒貿易赤字の縮小 

 

【内容】 

USD/VND相場のベトナム中銀レートが、2 月 11 日に 18,544 となり、前日の  17,941 より

3.25％切り下げられた。今回の決定は、以前より問題視されている USD不足に加え、恒常

的貿易赤字構造と外貨準備不足や高インフレ懸念を背景に切り下げ圧力が強まっていた

が、最近発表された以下の経済指標等が切り下げの直接的な要因となったと考えられてい

る。 

 

 

６．ベトナムドン 12 月為替情報 

本コーナーでは、ベトナムドンの為替レート動向についてご紹介します。 

執筆：みずほコーポレート銀行ハノイ支店 
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○1 月 26日に発表された 1 月の輸出・輸入統計で、輸入が前年同月比 87％の大幅増、輸出

が 28％増となった結果、貿易赤字が再度悪化。 

○1 月 26日に発表された 1 月消費者物価指数（前年比）が 7.62％と上昇。この 3 ヵ月の間、

中央銀行が各種政策を実施した結果、VNDは USDに対し、約 9%切り下がった。 

 

   

（※１）：中央銀行規定により、ベトナム中銀発表の USD/VNDレート( 中銀レート) のバンド・レンジで、市

中銀行は為替の値付けが可能。2009年 3 月 23 日から、622/QD- NHNNにより、市中銀行が値付け

が可能な為替レンジはベトナム中銀発表の USD/VNDレートの 5％へと規定（レンジの上限：表中

のシーリング・レート、下限：同フロアレート）。2009年 11月 26日より、取引幅を 3%に変更。 

（※２）：2009年 12月 23日に、2578/TTg- KTTHの首相通達が公表される。これより、下記 7 社の国営企業

が市中銀行に預かっているドル預金残高を金融機関に売ることとなる。（Vietnam Oil and Gas 

Group, Vietnam National Coal – Mineral Industries Group, Vietnam Northern Food Corporation, 

Vietnam Southern Food Corporation, Lilama Corporation, Southern Airports Corporation and 

Vietnam National Chemical Corporation ） 

 

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

Apr-

08

May-

08

Jun-

08

Jul-

08

Aug-

08

Sep-

08

Oct-

08

Nov-

08

Dec-

08

Jan-

09

Feb-

09

Mar-

09

Apr-

09

May-

09

Jun-

09

Jul-

09

Aug-

09

Sep-

09

Oct-

09

Nov-

09

Dec-

09

Jan-

10

Feb-

10

SBV Rate Ceiling rate

Floor Rate Trade rate

3

3.4

5.44

5

 

 

本情報は、様々な情報源に基づき、あくまで貴社のご参考を目的として提供されたもので

あり、弊行の為替相場推移についての考え方をお示しするものではありません。ご照会に

つきましては、弊行の担当までご連絡溜賜りますようお願い申し上げます。 
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   2009 1  2009 2  2009 3  2009 4  2009 5  2009 6  

CPI  % 17.49  14.77  11.24  9.24  5.58  3.94  

   3,719 5,059 5,357 4,321 4,454 4,685 

     3,329 4,203 5,103 5,450 5,735 5,914 

  391 856 254 - 1,129 - 1,281 - 1,229 

  47.86  58.21  53.22  55.47  56.57  58.38  

GDP  % 3.1  4.5  

        

   2009 7  2009 8  2009 9  2009 10  2009 11  2009 12  

CPI  % 3.32  1.97  2.42  2.99  4.35  6.52  

   4,958 4,501 4,530 3,020 6,727 5,250 

     6,443 5,624 6,669 6,584 7,227 6,550 

  - 1,484 - 1,401 - 1,861 - 3,564 - 499 - 1,300 

  59.07  61.05  63.30  63.77  64.41  66.05  

GDP  % 6.0  6.9 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

７．経済動向 

今月は、2009年 12月までのベトナム経済データをお知らせいたします。 

作成：みずほ総合研究所 

♥  
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［ご注意］ 
1.  本資料は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、

それぞれの専門家にご相談ください。 
2.  本資料の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定され、その内容の第

三者への開示は禁止されています。 
3.  本資料の著作権は、原則として当行に帰属します。いかなる目的であれ本誌の一部または全部について無断で、いかなる方法に

おいても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 
4.  本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としてものではありません。本資料記載の情報

は、当行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありま
せん。当行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いません。 

 Vol. 14    
不況下でも成長を続けるベトナムの水産加工業 

～ベトナム産業リポート～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「諺から考察するベトナム文化」 
ベトナム法務「ベトナムにおける会社清算について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A  

第１回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算①」 
工業団地便り「ホアラックハイテクパーク」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 15    
サイゴンインベストグループ(SGI)会長インタビュー 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「諺から考察するベトナム文化②」 
ベトナム法務「技術移転に関する新しい規則」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第2回「ベトナム駐在員の所得税の計算②」 
工業団地便り「トゥアンダオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 16    
株式会社多加良製作所インタビュー「金型メーカーとして 

ベトナムで日本のものづくりを定着させる」 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「ベトナム豆知識 ベトナム式接待方法」 
ベトナム法務「投資関連法の修正案について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第3回「ベトナム駐在員の 

個人所得税の計算③」 
工業団地便り「ディン・ブー工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 17    
株式会社メトランインタビュー～人口呼吸器を日本から世界へ  

日本に帰化したベトナム人が日本で奮闘～ 
ベトナム投資Q&A 
人事・労務「日本人とベトナム人の『常識』を考える」 
ベトナム法務「投資証明書及び営業登録証明書に関する問題点」 
実務に役立つベトナム税務Q&A  

第4回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算④」 
産業別リポート「ベトナムのオートバイ産業」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 18    
日本ロジテム株式会社～インドシナ国際輸送をいち早く確立、日系企業  

のお手伝いを 中西弘毅社長インタビュー～ 
人事・労務「日本人とベトナム人との人間関係の構築の違い」 
ベトナム法務「外国人の不動産所有に関する新しいDecreeについて」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第5回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑤」 
工業団地便り「オンケオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 

 Vol. 19    
ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社 駐在員事務所長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  

「日本でベトナムの理解を深め、投資促進を」 
ベトナム投資Q&A「従業員の海外研修後の転職防止対策」 
人事・労務「ベトナム人の『言い訳』の理由」 
ベトナム法務「ベトナム企業に対する外国からの投資に関する規制 

について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第6回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑥」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向「2009年4～6月の動向」 
 
 
 Vol. 20    
ドムタムグループVO QUOC THANG会長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  
「元国会議員の経験を生かし、ベトナム発展のための支援に取り組む」 
ベトナム投資Q&A「女性労働者の妊娠・出産に関する法制度」 
人事・労務「ベトナム人職員との信頼関係」 
ベトナム法務「個人所得税について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第7回「外国契約税の基礎①」 
工業団地便り｢DAI DANG 工業団地｣ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 21    
バニクン省Ngo党書記らが来日、みずほ銀行を表敬訪問  

～ハノイ市から30分の好立地をアピール～ 
ベトナム投資Q&A「外国人の健康保険」 
人事・労務「日本人とベトナム人の優先順位の違い」 
ベトナム法務「経済特区で従事する従業員の所得税の減額措置について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第8回「外国契約税の基礎②」 

～租税条約の適用がある外国に所在する法人と契約を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 22    
スターツインタビュー ～ベトナム･ハノイ市で不動産業を展開、 

日系進出企業の需要高まる～ 
ベトナム投資Q&A「労働安全及び衛生に関する規定」 
人事・労務「離職率低下のためのモチベーションマネジメント」 
ベトナム法務「ベトナムでの建設プロジェクトに関する法改正」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第9回「外国契約税の基礎③」～租税条約の適用 
がある外国に所在する法人との間で契約(税抜ベース)を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン11月為替情報 
経済動向（2009年7～9月） 
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～ベトナムの女性にもダイヤモンドの魅力を伝えたい～ 
ベトナム投資Q&A「年次有給休暇が消化できない場合」 
人事・労務「離職率低下防止のためのモチベーションマネジメント」 
ベトナム法務「マネーロンダリング規制に関する新法」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第10回「外国契約税の基礎④」 
～ハイブリッド方式に基づく外国契約税の計算～ 
ベトナムドン12月為替情報 
経済動向 
 


